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男
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問
　
小
泉
内
閣
の
地
方
分
権
政
策

に
よ
る
影
響
で
補
助
金
の
大
幅
な

カ
ッ
ト
、
特
別
交
付
税
の
見
込
み

割
れ
︵
約
二
億
円
の
減
︶、
そ
の
上

に
今
回
の
税
条
例
の
﹁
改
正
﹂
に

よ
っ
て
市
民
一
人
当
た
り
一
万

三
、
〇
〇
〇
円
程
度
の
負
担
増︵
税

源
移
譲
分
も
含
む
︶
に
な
る
が
。

答
　
ご
指
摘
の
と
お
り
で
す
。

問
　
合
併
に
よ
る
電
算
シ
ス
テ
ム

変
更
に
過
大
な
費
用
︵
約
一
〇
億

【歳出の主な事業】

・町会に対する補助事業　　　　　　　　470万円

・市章普及啓発事業　　　　　　　　　　150万円

・障害者計画アンケート調査事業　　　258万３千円

・上野台保育所解体工事　　　　　　　　1,700万円

・元気な学校をつくる地域連携推進事業　150万円

・（仮称）大井第７小学校建設に伴う水道管布設

　工事設計委託料　　　　　　　　　　　360万円

　平成18年第２回ふじみ野市議会定例会は、６月１日から15日までの15日間開催されました。

　この定例会では、市長から平成18年度一般会計補正予算ほか特別会計補正予算３件、条例７件な

ど議案25件、議員から意見書４件、その他に請願１件が提出されました。慎重な審議の結果、市長

提出議案はすべて原案のとおり可決・承認され、議員提出議案は１件が可決、３件が否決されまし

た。請願については不採択となりました。また、31名の議員による一般質問も行なわれました。

今
後
の
市
財
政
は
厳
し
い
運
営
か

市
民
生
活
を
守
る
施
策
を

円
︶
が
か
か
っ
て
い
る
。
合
併
が

な
け
れ
ば
住
民
サ
ー
ビ
ス
に
振
り

向
け
ら
れ
た
。
合
併
し
た
ら
サ
ー

ビ
ス
は
高
く
と
言
っ
て
い
た
が
、

実
行
さ
れ
て
い
な
い
。
基
本
健
診

無
料
化
を
復
活
す
べ
き
。

答
　
一
部
負
担
を
す
る
こ
と
で
、

健
康
管
理
の
自
覚
を
高
め
て
ほ
し

い
。

問
　
国
の
増
税
政
策
を
そ
の
ま
ま

市
民
に
押
し
つ
け
る
の
は
、
市
長

問
　
財
政
調
整
基
金
︵
預
金
に
相

当
︶
が
平
成
十
七
年
度
末
一
五
億

二
、
三
五
四
万
五
、
〇
〇
〇
円
。
今

補
正
予
算
後
六
、
一
五
七
万
一
、
〇

〇
〇
円
と
な
り
、
ま
た
、
平
成
十

七
年
度
特
別
交
付
税
が
一
億
九
、

一
八
二
万
二
、
〇
〇
〇
円
の
歳
入

欠
陥
で
あ
り
、
今
後
市
財
政
は
厳

し
い
運
営
に
な
る
と
思
う
が
。

答
　
歳
入
欠
陥
は
市
税
増
収
で
補

て
ん
、
今
後
経
費
の
節
減
を
徹
底

し
、
平
成
十
九
年
度
事
業
の
見
直

し
等
経
常
経
費
の
削
減
を
図
っ
て

い
き
ま
す
。

障
害
者
施
設
用
地
の
取
得

問
　
上
野
台
保
育
所
解
体
後
の
跡

地
取
得
及
び
障
害
者
施
設
用
地
と

す
る
た
め
の
、
国
と
の
話
し
合
い

の
状
況
は
。

の
﹁
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
を
進

め
る
﹂
と
言
っ
た
こ
と
と
逆
行
す

る
。
基
本
健
診
の
有
料
化
、
介
護

保
険
料
の
大
幅
な
値
上
げ
で
市
民

負
担
が
増
え
、
利
用
料
軽
減
の
約

束
も
守
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
上
、

予
算
化
し
た
の
に
直
前
の
上
福
岡

市
民
プ
ー
ル
の
休
止
は
、
市
民
の

理
解
を
得
ら
れ
て
い
な
い
。

答
　
老
朽
化
し
、
安
全
な
施
設
と

な
っ
て
い
ま
せ
ん
。
富
士
見
市
の

ガ
ー
デ
ン
ビ
ー
チ
、
旧
大
井
町
の

プ
ー
ル
を
利
用
し
て
ほ
し
い
。

答
　
本
年
五
月
二
十
二
日
、
庁
議

方
針
ど
お
り
主
要
事
業
と
し
て
用

地
取
得
後
、
建
設
計
画
を
本
年
度

策
定
予
定
で
す
。

学
校
と
地
域
連
携
事
業

問
　
元
気
な
学
校
を
つ
く
る
地
域

連
携
推
進
事
業
の
中
の
、
地
域
社

会
の
教
育
力
を
学
校
活
動
に
生
か

す
活
動
と
は
。
ま
た
、
ふ
れ
あ
い
推

進
長
の
役
割
は
。

答
　
子
ど
も
た
ち
が
総
合
学
習
時

日
本
共
産
党
　
鈴
木
　
実
・
山
川
寿
美
江

議
案
に
対
す
る
総
括
質
疑

間
を
通
し
て
、
地
域
の
伝
統
芸
能

等
伝
承
者
や
昔
の
遊
び
を
伝
え
る

人
々
か
ら
学
び
ま
す
。
地
域
の
祭

り
行
事
等
に
学
校
全
体
と
し
て
準

備
段
階
か
ら
積
極
的
に
か
か
わ
る

よ
う
に
し
、
自
然
な
形
で
地
域
の

方
々
や
教
職
員
と
の
信
頼
関
係
を

つ
く
り
た
い
。
ま
た
推
進
長
は
広

く
地
域
の
人
材
を
募
り
、
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
で
学
校
の
教
育
活
動
を
応

援
す
る
組
織
を
つ
く
っ
て
い
き
ま

す
。
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８月１日開所の上野台保育所

税
条
例
改
正
の
明
確
な
周
知
を

問
　
個
人
市
民
税
の
税
率
が
三
段

階
の
超
過
累
進
課
税
か
ら
、
県
民

税
と
合
わ
せ
て
一
律
一
〇
％
に
な

る
。
市
の
税
収
は
増
え
る
が
、
所

得
税
と
合
わ
せ
た
個
人
の
負
担
は

ど
う
な
る
の
か
。

答
　
今
回
の
国
か
ら
地
方
へ
の
税

源
移
譲
で
、
個
々
の
納
税
者
の
負

担
が
変
わ
ら
な
い
よ
う
に
所
得
税

率
を
変
更
し
て
い
ま
す
。
具
体
的

に
は
所
得
税
一
〇
％
、
住
民
税
五

％
の
人
は
、
改
正
後
は
所
得
税
五

％
、
住
民
税
一
〇
％
に
な
り
ま
す
。

人
的
控
除
も
負
担
増
に
な
ら
な
い

よ
う
に
、
減
額
措
置
さ
れ
ま
す
。

問
　
税
法
の
改
正
に
よ
り
、
税
が

上
が
る
場
合
、
市
民
は
合
併
に
よ

り
上
が
っ
た
と
感
じ
る
。
説
明
が

必
要
で
は
な
い
か
。

答
　
合
併
に
よ
っ
て
上
が
っ
た
こ

と
は
現
在
あ
り
ま
せ
ん
。
毎
年
税

改
正
が
行
な
わ
れ
て
お
り
、
よ
り

理
解
を
得
ら
れ
る
よ
う
周
知
方
法

を
検
討
し
て
い
き
ま
す
。

指
定
管
理
者
制
度
導
入
の

今
後

問
　
市
の
施
設
管
理
業
務
に
今
後

さ
ら
に
指
定
管
理
者
制
度
を
導
入

し
て
い
く
こ
と
に
、
市
と
し
て
の

方
針
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。

答
　
市
と
し
て
の
指
針
を
作
成

し
、
方
向
性
を
示
し
て
い
き
た
い
。

開
か
れ
た
学
校
と
安
全
確

保
問
　
地
域
の
教
育
力
、
地
域
の
防

犯
力
を
踏
ま
え
て
学
校
と
地
域
の

連
携
を
テ
ー
マ
に
、
研
究
事
業
が

公
明
党
　
堀
口
修
一

民
主
党
・
市
民
ク
ラ
ブ
　
民
部
佳
代
・
青
山
博
明

個
人
市
民
税
率
改
正
　
個
人
負
担
は

行
な
わ
れ
る
。
開
か
れ
た
学
校
と

防
犯
対
策
に
つ
い
て
の
現
状
と
、

目
指
す
べ
き
方
向
性
は
。

答
　
地
域
に
学
校
を
開
放
し
て
い

く
こ
と
が
進
め
ば
進
む
ほ
ど
に
、

そ
れ
に
見
合
っ
た
防
犯
対
策
が
取

ら
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
校

内
パ
ト
ロ
ー
ル
の
強
化
、
防
犯
研

修
会
の
実
施
な
ど
対
策
に
努
め
て

い
ま
す
。

長
期
継
続
契
約
の
必
要
性

問
　
条
例
制
定
で
数
年
間
継
続
し

て
契
約
す
る
こ
と
が
可
能
に
な

る
。
な
ぜ
長
期
契
約
が
必
要
な
の

か
。

答
　
数
年
間
使
用
す
る
こ
と
が
前

提
の
リ
ー
ス
契
約
で
も
、
毎
年
契

約
を
結
び
直
す
必
要
が
あ
り
ま
し

た
。
ま
た
四
月
一
日
か
ら
業
務
が

必
要
な
施
設
管
理
は
、
前
年
度
に

仮
契
約
を
結
び
年
度
当
初
に
本
契

約
を
行
な
う
な
ど
、
事
務
手
続
が

煩
雑
で
し
た
。
条
例
制
定
に
よ
り
、

事
務
の
効
率
化
を
目
指
し
ま
す
。


